
【 疾病による生活保護】 

 
 

令和  年  月  日 

保 護 者  様 

                              クラブ名             

                              代表者名 山本 信一       

 

児童クラブ利用料減免に関するお知らせ 

 

清秋の候、皆様におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、皆様が毎月支払う利用料について、下記の要件に該当され、児童クラブにおいて減免をした場合、

減免額の一部が市から助成される利用料減免費の補助制度があります。 

 該当する方は、別紙申請書の所定欄に必要事項を記入のうえ、必要書類（写し）を添付し、児童クラブへ

提出してください。該当しない方は提出の必要はありません。 

 

※ 添付書類は、令和８年４月～令和９年３月における利用料の減免期間について、手当を受給していること等を証明できるものを添

付してください。（紛失等の理由により書類がない場合には、ご連絡ください） 

 

◎ 提出期限  令和 ８年３月３１日（火） ※期日の厳守をお願いします。 

◎ 提 出 先  当クラブ 

 

・対 象 者： （1）下表のＡに該当する方。 

（2）Ｂに該当し、かつ、Ｃのいずれかに該当する方。 

・対象期間： 令和８年４月～令和９年３月のうち児童クラブ在籍期間において、対象要件を満たして

いる期間 

 

【減免の対象要件】  

Ａ 
ア 傷病による生活保護受給世帯の児童の保護者 

イ 就学援助受給世帯の児童の保護者 

 

Ｂ 

ア 母子家庭児童の保護者 

イ 父子家庭児童（両親がいない児童を含む）の保護者 

ウ 兄弟姉妹が児童クラブに２人以上入所している場合の保護者（この場合、補助対象は２人目以

降の分に限ります。） 

 Ｃ 

①児童扶養手当を受けている方 

②特別児童扶養手当を受けている方 

③生活保護の支給を受けている方 

④公的年金または遺族補償を受けている方であって、前年度の所得が児童扶養手当の一部支給停止
の所得制限額未満である方 

⑤中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援を受

けている方 

⑥小学校就学前の児童について児童手当（特例給付を除く）を受けている方 

 

 
問い合わせ 

 クラブ名 ＮＰＯ法人 ひだまり会 

 担当者名  山 本 （TEL095-801-3979） 



  

児童クラブ利用料減免申請書（1） 

令和  年   月   日 

 

申 請 者 住 所 
長崎市 

（電話    ‐    ‐     ） 

保 護 者 
（ フ リ ガ ナ ） 

（保護者氏名）                 ㊞ 

申 請 区 分 傷病による生活保護 

児童クラブに通所している 

児童の氏名・学年・在籍期間 

（複数のお子さんが児童クラブを利

用している場合は、それぞれの氏名・

学年・在籍期間をご記入ください） 

（ フ リ ガ ナ ） 

（児童氏名）             （  年生） 

【令和８年度の在籍期間】令和  年  月 ～ 令和  年  月（予定） 

（ フ リ ガ ナ ） 

（児童氏名）             （  年生） 

【令和８年度の在籍期間】令和  年  月 ～ 令和  年  月（予定） 

（ フ リ ガ ナ ） 

（児童氏名）             （  年生） 

【令和８年度の在籍期間】令和  年  月 ～ 令和  年  月（予定） 

児 童 ク ラ ブ の 名 称  

 

利用料の減免を受けたいので、次の書類（写し）を添付し申請します。 
 
【添付書類】生活保護診療依頼証（受給証）の有効期限、ケース番号及び世帯主氏名・住所が記載された

ページの写し 
 
 
 
 
 

――― 申立て及び同意について ――― 

 

 傷病により児童の面倒を見ることができないこと、並びに福祉事務所に申告した収入から児童クラブ利

用料を経費として控除していないことに相違ありません。 

また、福祉事務所に対し、世帯の生活保護の状況等について、長崎市が調査を実施する場合は、当該情

報を提供することに同意します。 

 

 
【注意】①記入漏れ、押印漏れや書類の添付漏れがないよう、十分確認したうえで児童クラブへ提出してください。 

（令和８年３月３１日（月）児童クラブ提出期限） 
②記入内容を訂正する場合は、必ず訂正箇所に訂正する線を引いたうえで訂正印を押印してください。 


